
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

在籍者の身分関係を公証 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、本籍、筆頭者、続柄、身分事項 

記録範囲 小松市に本籍を有する者、有していた者 

記録情報の収集方法 その他 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

戸籍法 24 条 2 項・3 項・戸籍法施行規則 41 条・43 条・45 条による

市町村長の職権による訂正、戸籍法 113条、114条による家庭裁判所

の許可の裁判による訂正、戸籍法 116条による身分関係を確定する判

決による訂正ができる 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年(2024年)３月１２日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 戸籍・除籍・改製原戸籍見出し簿 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

在籍者の身分関係を公証 

記録項目 氏名、本籍、筆頭者 

記録範囲 小松市に本籍を有する者、有していた者 

記録情報の収集方法 その他 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年(2024年)３月１２日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 戸籍受付帳 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

戸籍法施行規則第２１条第３項により、戸籍届書・申請書等を受理又

は送付を受けたことを明確に記載しておくため 

記録項目 氏名、本籍、筆頭者、届出事項等 

記録範囲 小松市に提出された戸籍届出の事件本人及び届出人 

記録情報の収集方法 届出人から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年(2024年)３月１２日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 除籍簿 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

在籍者の身分関係を公証 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、本籍、筆頭者、続柄、身分事項 

記録範囲 小松市に本籍を有していた者 

記録情報の収集方法 その他 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

要配慮個人情報を含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年(2024年)３月１２日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 改製原戸籍簿 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

在籍者の身分関係を公証 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、本籍、筆頭者、続柄、身分事項 

記録範囲 小松市に本籍を有していた者 

記録情報の収集方法 その他 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

要配慮個人情報を含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年(2024年)３月１２日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査事件簿・送付票 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得る 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、住所、国籍等 

記録範囲 出生・死亡・婚姻・離婚届の事件本人及び死産届の届出人 

記録情報の収集方法 その他 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

要配慮個人情報を含む 

記録情報の経常的提供先 石川県福祉保健所・厚生労働省 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年(2024年)３月１２日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード申請・交付管理 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

個人番号カードの申請・交付状況を管理するため 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、住所、住民票コード、個人番号カード申請・

交付状況 

記録範囲 小松市に住所を有する者、また過去に住所を有していた者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）〒923-8650 小松市小馬出町 91番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年（2024年）３月１２日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 本籍人の住民異動データを戸籍の附票に反映させ、本籍人の居住関係

を公証する 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

住所履歴に関する記録 

記録項目 氏名、住所、性別、生年月日、本籍、筆頭者 

記録範囲 本市に戸籍を有する者 

記録情報の収集方法 実施機関内、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）923-8650 石川県小松市小馬出町９１番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□有   ■無 

備考 届出日：令和６年３月 14日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 戸籍の附票 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

住所履歴に関する記録 

記録項目 氏名、住所、性別、生年月日、本籍、筆頭者 

記録範囲 本市に戸籍を有する者 

記録情報の収集方法 実施機関内、他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）923-8650 石川県小松市小馬出町９１番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■有   □無 

備考 届出日：令和６年３月 14日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

住民の居住関係を公証し、住民に関する記録の適正な管理を図り、住

民の利便を増進するため 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、本籍、筆頭者、世帯主、続柄、前住所、転

出先、個人番号、住民票コード 

記録範囲 全市民 

記録情報の収集方法 本人・他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 他の市町村 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）923-8650 石川県小松市小馬出町９１番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

■有  □ 無 

備考 届出日：令和６年３月 14日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 出入国在留管理庁通知 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

入管庁からの在留期間更新・在留資格変更等を住民基本台帳へ反映さ

せ、適切な情報連携を行う 

記録項目 氏名、性別、生年月日等、国籍・地域、在留資格、在留期間・満了日、

在留カード等番号 

記録範囲 本市に住居がある中長期滞在者及び特別永住者 

記録情報の収集方法 本人・他の官公庁 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）923-8650 石川県小松市小馬出町９１番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□有  ■無 

備考 届出日：令和６年３月 14日 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録原票 

実施機関の名称 市民課 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市民課 

個人情報ファイルの利用

目的 

印鑑登録の管理及び証明書交付のために利用する 

記録項目 登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、住所、印影 

記録範囲 印鑑登録者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）小松市行政管理部総務課（情報公開担当） 

（所在地）923-8650 石川県小松市小馬出町９１番地 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 ■ 法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □ 法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当 

□ 有  ■ 無 

備考 新規届出日：令和６年３月 15日 

 


